
 

売払い仕様書 

 

１ 件名 

銀地金（粒状） 売払 

 

２ 物品の品目及び数量 

品  目 品  位 数量 

銀地金（粒状） 純度 99.99％以上 8,288g 

 

３ 注意事項 

（１）本件売却に関しては、大阪市契約規則その他関係法令を遵守し、本仕様書記載事項を確認のうえ

入札を行うこと。 

（２）本件売却に際して、売払物品の下見は実施しない。詳細については別紙を確認のうえ、入札に参

加すること。 

（３）本仕様書について疑義のあるときは、必ず入札前に担当者に問い合わせ、指示をうけること。落

札決定後の異議申し立ては一切認めない。 

（４）契約後においては事情の如何を問わず契約金額及びその内容の変更は一切認めない。 

（５）本契約後の物品については災害、盗難などによる事故が発生しても、本市はその責任を一切負わ

ないものとする。 

（６）本仕様書に記載のない事項については、本市の解釈による。 

 

４ 引渡し 

（１）売却物品の引渡しについては、契約締結後、契約金の完納を本市が確認した後に行う。 

（２）引渡しの場所及び日時については、契約金の完納を本市が確認した後に、買受人に対し通知する。

引取りに際しては、引取日時等について事前に担当部署と詳細な打ち合わせを行い、その指示に従

うこと。 

（３）引取期限は令和 7 年 2 月 3日とする。 

（４）売却物品を移送するための容器（ハードケース等）は買受人で用意すること。 

 

５ 担当部署 

大阪市環境局 総務部 施設管理課（斎場霊園）  担当：神田、水島 

所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目５番１号 あべのルシアス 13階 

電話番号：06-6630-3137



 

写真 

 

 

 
 

 

 

 

 

別 紙 



分析結果 

精錬業者：相田化学工業株式会社   分析業者：相田化学工業株式会社  ※分析報告書付き、精錬後未開封（LoT.No.230365AgST1） 

                                                                                                    （LoT.No.240268AgST0） 

元素名 含有率（ppm wt） 元素名 含有率（ppm wt） 元素名 含有率（ppm wt） 

Ag Matrix Fe <1 Pt <1 

Al <1 Ir <1 Rh <1 

Au <1 K <1 Ru <1 

Ba <1 Mg <1 Sb <1 

Bi <1 Mn <1 Si <1 

Ca <1 Mo <1 Sn <1 

Cd <1 Na <1 Ti <1 

Co <1 Ni <1 W <1 

Cr <1 Pb <1 Zn <1 

Cu <1 Pd <1 Zr <1 

 



 

 
 

暴力団等の排除に関する特記仕様書 

 

１ 暴力団等の排除について     

(1) 買受人（買受人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、

大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接

関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・

原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。 

(2) 買受人は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴

力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契

約又はその他の契約をさせてはならない。 

また、買受人は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる

者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除さ

せなければならない。  

(3) 買受人は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めら

れる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、

速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当

課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければな

らない。 

また買受人は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者

から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告すると

ともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。 

(4) 買受人及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかった

と認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停

止措置を行うことがある。 

(5) 買受人は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に

協力しなければならない。 

(6) 売払人及び買受人は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの

不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日

程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとす

る。 

 

２ 誓約書の提出について 

    買受人及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しな

ければならない。ただし、売払人が必要でないと判断した場合はこの限りでない。 

 



 

コンプライアンスに係る特記仕様書 

 

（条例の遵守） 

第 1 条 買受人及び買受人の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する

条例」（平成18年大阪市条例第16号）（以下「条例」という。）第5条に規定する責務を果たさなければなら

ない。 

 

（公益通報等の報告） 

第2条 買受人は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通

報の内容を発注者（環境局総務部総務課）へ報告しなければならない。 

２ 買受人は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12 条

第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者（環境局総務部総務課）へ報告しな

ければならない。 

 

（調査の協力） 

第３条 買受人及び買受人の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力し

なければならない。 

 

（公益通報に係る情報の取扱い） 

第４条 買受人の役職員又は買受人の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して

知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 

（発注者の解除権） 

第５条 発注者は、買受人が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づ

く勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。 

 

（不当要求の取扱い） 

第６条 発注者と本契約を締結した買受人は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要

求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者（環境局総務部総務課）に報告しなければならない。 

 

※環境局総務部総務課（連絡先：０６－６６３０－３１１３） 

 


